
様式１の６

□
電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行って
いる

□
算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数
又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交
付している

□
健康保険法第３条第13項に規定する電子資格確認
（以下オンライン資格確認）を行う体制が整備され
ている

□
医療ＤＸ推進の体制に関する事項及び情報の取得・
活用等について、当該保険医療機関の見やすい場所
に掲示している

□
医療ＤＸ推進の体制に関する事項及び情報の取得・
活用等についてのウェブサイトへの掲載を行ってい
る

□
診療報酬明細書の無料交付について、当該保険医療
機関の見やすい場所に掲示している

□
診療報酬明細書の無料交付についてのウェブサイト
への掲載を行っている

□
「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づ
く電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処
方箋管理サービスに登録する体制が整備されている

□
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する
ガイドライン」に準拠した体制が整備されている

□
電子処方箋サービスとの接続インターフェースを有
している

□
電子カルテ情報共有サービスとの接続インター
フェースを有している

□ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品である

□
国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより
取得される診療情報等を活用する体制が整備されて
いる

ネットワーク名

ネットワークを運営する事務局名

ネットワークを運営する事務局所在地

登録患者数

年間新規登録患者数

年間新規登録患者数
開始年月（和暦で記載すること）

年間新規登録患者数
終了年月（和暦で記載すること）

ネットワークの運営主体による連携医療機関及び
登録患者数のウェブサイトでの公表

□
ネットワークへの参加及び共有実績のある保険医療
機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい
場所に掲示している

項目 記入欄

４．電子カルテに係る要件
（該当するすべての□に「✔」を記入すること。）

ア　国等が提供する電子カルテ情報共有サービス
（該当する場合、□に「✔」を記入すること。）

イ　地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワーク

エ　ネットワークに係る掲示事項
（該当する場合、□に「✔」を記入すること。）

１．届出区分 （該当区分に〇をつけること）

ウ　診療情報提供料（Ⅰ）の検査・画像情報提供加算又は電
子的診療情報評価料の施設基準の届出

電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算（初・再診料）
の施設基準に係る届出書添付書類

有　・　無

５．電子カルテ情報共有サービス等に係る要件

ア　電子的診療情報連携体制整備加算 加算１　・　加算２　・　加算３

イ　電子的歯科診療情報連携体制整備加算 加算１　・　加算２

　　　　　　　　年　　　　　月

　　　　　　　　年　　　　　月

有　・　無

２．診療体制等の要件
 （該当するすべての□に「✔」を記入すること。）

３．電子処方箋に係る要件
（該当するすべての□に「✔」を記入すること。）

２．はすべてを満たす

ことが要件。

※２

①

②

③

④

４．は①～③のすべてを満

たすか、または④を満たす

ことが要件。

③は経過措置により、すべ

ての医療機関が満たすもの

と見なされます。

④の厚労省の認証はまだ始

まっていないため４．を満た

すには①～③すべてに✓を

する必要があります。

5．は「ア」を満たすか、

「イ」～「エ」のすべてを

満たすことが要件。

【ア 医科】

加算3 →２．のみを満たす

加算２ →２．と３．～５．のどれかを満たす

加算１ →２．と３．～５．のすべてを満たす

「ア」はまだサービスが

開始されておらず、経

過措置もないため、５．

の要件を満たすには

「イ」～「エ」のすべてを

満たすことが必要です。

※１ 「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」

院外処方⇒原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていること。

院内処方⇒原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていること。

※２ 「電子処方箋との接続インターフェースを有している」

⇒電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表されている状態。

※３ 「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有している」 （経過措置中）

⇒電子カルテ情報共有サービスの運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子カルテ情報共有サービス対応施設として公表されている状態。

※３

※１

【医科・歯科】電子的診療情報連携体制整備加算の届出様式の記載について（2026年5月時点） 兵庫県保険医協会

「ウェブサイトへの掲載」は、自院のウェ

ブサイトがある場合のみ。

届出・算定にはマイナ保険証利

用率が30％以上であること

が必要。

該当するネットワークの有無や状況等は、地

域によりことなりますので、各地域でご確

認ください。

【イ 歯科】

加算2 →２．のみを満たす

加算1 →２．と３．を満たす

空欄

空欄

※

※


